


※　出生時育児休業を取得せず、最初から育児休業を取得することも可能です。



※　出産日または出産予定日の

　いずれか早い日以降が対象













母子健康手帳（出産日は出生届出済証明ページの「出産の年月日」欄、出産予

定日は妊婦自身の記録のページの「分娩予定日」欄）、医師の診断書（分娩

（出産予定証明書））等の出産予定日及び出産日を確認することができるもの

（いずれも写しで可。）

※受給資格確認票・出生時支給申請書は、 。







祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。ただし、日・祝日等の

公休日しか含まれていない場合は支給できません。）









（賃金月額の80％以上）

（賃金月額の30％（13％）超～80％未満）

（賃金月額の30％（13％）以下）

（賃金月額の80％以上）

（賃金月額の30％（13％）超～80％未満）

（賃金月額の30％（13％）以下）

支給額＝7, 000×30 日×67％＝140, 700 円

支給額＝15, 430 円×30 日× ＝231, 450 円（支給限度額）

支給額＝15, 430 円×30 日×67％＝310, 143 円（支給限度額）

50％



育児休業申出書（被保険者が、男性の場合や女性で出産日の翌日から８週間経過後

の翌日より後の日から育児休業を開始する場合）

母子健康手帳（出産日は出生届出済証明ページの「出生の年月日」欄、出産予定日

は妊婦自身の記録のページの「分娩予定日」欄）など出産日、出産予定日及び育児

の事実を確認できる書類















等を行い





150,000

自0.7.15〜至0.10.20

98日間出産にかかる

休業のため賃金支払

なし

・令和0年10月21日に育児休業を開始する場合（令和0年8月25日出産）

・賃金締切日が各月末日

31100
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〒100-8988 東京都千代田区霞が関1の2の2
（株）行政工業　03-5253-1111
代表取締役　行政　修一
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〒100-8988 東京都千代田区霞が関1の2の2
（株）行政工業　03-5253-1111
代表取締役　行政　修一
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記入してください。（1時間未満の時間数は切り上げ）

記入してください。（電子申請の場合を除く）



0 0 1 0 0 4 1 1 0 35

労働　太郎 ロ ウ ト ゛ ウ 　 タ ロ ウ

ロウト゛ウ　タロウ

0 0 1 1 0 4
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1300-012345-6

1300-765432-1

4-180401 5-030204 001004-041103 001104-041203

育児休業給付金支給申請書

12 16

12 16

株式会社　雇用保険　東京都千代田区霞が関１−２−２　

代表取締役　雇用　太郎

労働　太郎

15 25



時間を記入してください。（1時間未満の時間数は切り上げ）

次子の産前休業または産後休業の開始があった場合は、その旨を記載し、確認書類を添付してください。

ください（電子申請の場合を除く）。





日までの支給となります。この場合、第１子の支給申請書にその旨を記載してください。

（P161参照）







【参考様式】





【参考様式】


